
 

 

 

山口県からのお知らせです。 

 

ＰＣＢ安定器の処分期間は、 

令和３年３月３１日までです。 

 
 

 

 

 

  昭和５２年３月以前の事業用建 

  物にある照明器具には、 

ＰＣＢが使われたものがあり 

ます。 

ＰＣＢの使用は、照明器具や 

安定器のラベルから確認でき 

ます。 

 

 

 

  家庭用器具には、使われていま 

せん。 

 

  期限内に処理しないと、 

罰則もあります。 

   詳しくは、 

山口県廃棄物・リサイクル対策課 

まで。 

 


